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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の長手方向に配設されたメンバ部材と、
　該車両の上方へ向けて延在し、水平断面が多角形に形成された多角形ピラーと、
　該多角形ピラーと該メンバ部材との間に介装されたクロス部材とをそなえ、
　該クロス部材を仮想的に延長した場合におけるその断面内に該多角形ピラーの所定の角
部が位置するように、該クロス部材が、サイドブラケットを介して該多角形ピラーの該所
定の角部に固着され、
　該サイドブラケットは、該多角形ピラーの少なくとも２面および該クロス部材の一端に
固着されるとともに、平面視において、該角部を越えて該車両の車内側に延在するように
形成されている
ことを特徴とする、車体構造。
【請求項２】
　該クロス部材が、平面視において、該多角形ピラーにおける所定の面に対して垂直に当
接して固着されている
ことを特徴とする、請求項１記載の車体構造。
【請求項３】
　該多角形ピラーにおいて該クロス部材が固着される箇所に、該多角形ピラーの強度を向
上させる補強部材をそなえる
ことを特徴とする、請求項１又は２記載の車体構造。
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【請求項４】
　該クロス部材が、断面中空のパイプ部材である
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項記載の車体構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の車体構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両前方のサイドメンバ（フロントサイドメンバ）の衝撃吸収性と剛性とを
両立させ、車両前方が衝突した場合における当該車両の安全性能を向上させる技術が開発
されている。
　このような技術は、車両前方が衝突した場合に、フロントサイドメンバがアコーディオ
ン状に潰れ得るように形成することで、車室に対して伝達される衝撃を吸収させるととも
に、車室まわりを形成する部材の剛性を高く設定することで、当該車両の安全性を向上さ
せるものである。
【０００３】
　このように車両安全性を向上させる技術の具体例として、フロントサイドメンバに入力
された衝撃（荷重）をクロスメンバを介してピラーへ分散させる技術が存在する（例えば
、以下の特許文献１の技術参照）。
【特許文献１】登録実用新案２５２２６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この特許文献１においては、その図２および図４などに示すように、前方からフロント
サイドメンバ（１２）へ加えられた衝撃は、クロスメンバ（２０）を介してフロントピラ
ー（２６）の前壁部（２８Ｃ）に対して伝達される。したがって、クロスメンバ（２０）
より入力された衝撃にフロントピラー（２６）が対抗するためには、フロントピラー（２
６）の厚みを増大させて十分な強度を得る必要がある。
【０００５】
　しかしながら、フロントピラー（２６）の厚みを増大させると、強度の向上に伴って重
量が増大してしまうことになる。また、フロントピラー（２６）の材料コストを増大させ
ることにもなる。
　このように、上述の特許文献１に記載の技術によれば、フロントサイドメンバ（１２）
に入力された衝撃をフロントピラー（２６）に伝達させて、当該衝撃を分散することは可
能であるものの、フロントピラー（２６）でその衝撃を確実に受け止めるために十分な強
度を得ることが困難であるという課題がある。
【０００６】
　本発明はこのような課題に鑑み案出されたもので、簡素な構成で、衝突時に入力された
荷重をピラーで確実に受け止めて車室の変形を防止することができる、車体構造を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の車体構造（請求項１）は、車両の長手方向に配設さ
れたメンバ部材と、該車両の上方へ向けて延在し、水平断面が多角形に形成された多角形
ピラーと、該多角形ピラーと該メンバ部材との間に介装されたクロス部材とをそなえ、該
クロス部材を仮想的に延長した場合におけるその断面内に該多角形ピラーの所定の角部が
位置するように、該クロス部材が、サイドブラケットを介して該多角形ピラーの該所定の
角部に固着され、該サイドブラケットは、該多角形ピラーの少なくとも２面および該クロ
ス部材の一端に固着されるとともに、平面視において、該角部を越えて該車両の車内側に
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延在するように形成されていることを特徴としている。
【０００８】
　また、該クロス部材が、平面視において、該多角形ピラーにおける所定の面に対して垂
直に当接して固着されていることが好ましく（請求項２）、該多角形ピラーにおいて該ク
ロス部材が固着される箇所に、該多角形ピラーの強度を向上させる補強部材をそなえるこ
とが好ましい（請求項３）。
　また、該クロス部材が、断面中空のパイプ部材であることが好ましい（請求項４）。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の車体構造によれば、クロス部材を仮想的に延長した場合におけるその断面内に
多角形ピラーの所定の角部が位置するように、当該クロス部材が多角形ピラーにおける所
定の角部に固着されているので、クロス部材に入力された荷重が大きい場合であっても、
多角形ピラーは強度の高い角部で当該荷重を受け止めることが可能となる。したがって、
多角形ピラーの強度を高めるために多角形ピラーを形成する部材の厚みを増大させること
なく、すなわち、多角形ピラーの重量増大を抑制しながら、簡素な構成で、衝突時に入力
された荷重を多角形ピラーで確実に受け止めて車室の変形を防止することができる。さら
に、クロス部材と多角形ピラーとの間に介装されるブラケットをそなえ、ブラケットは、
多角形ピラーの少なくとも２面に固着されるとともにクロス部材の一端に固着されている
ので、多角形ピラーの角部に向けて入力された荷重は、ブラケットを介して多角形ピラー
の少なくとも２面に分散される。したがって、多角形ピラーは、入力された荷重を効率よ
く受け止めることができる（請求項１）。
【００１０】
　また、クロス部材が、平面視において、多角形ピラーにおける所定の面に対して垂直に
当接して固着されているので、クロス部材を多角形ピラーに対して確実に固定することが
可能となり、クロス部材に入力された荷重が正確に多角形ピラーの角部に向けて伝達され
るようにクロス部材を固定することができる（請求項２）。
　また、多角形ピラーにおいてクロス部材が固着される箇所に、多角形ピラーの強度を向
上させる補強部材がそなえられているので、必要最低限の重量増加で多角形ピラーに必要
な強度を確実に得ることができる（請求項３）。
【００１２】
　また、クロス部材が、断面中空のパイプ部材であるので、車両重量の軽量化に寄与する
とともに、メンバ部材から入力された荷重を確実に多角形ピラーに対して伝達することが
できる（請求項４）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の車体構造の実施形態について説明する。図１～図６は本発明の一実施形態にか
かる車体構造を示すものであり、図１は本発明の車体構造の構成を示す模式的な斜視図、
図２は本発明の車体構造の要部構成を示す模式的な断面図、図３は本発明の車体構造を備
えた車両を示す模式的な側面図、図４はその要部構成を車両の内側から見た場合を示す模
式的な側面図，図５はその要部構成を示す模式的な斜視図，図６はその要部断面を示す模
式的な断面図である。
【００１４】
　図１および図３に示すように、本発明の車体構造が適用される車両の前方には、車両の
長手方向に沿って２本のフロントサイドメンバ（メンバ部材）１，１が配設されるととも
に、車体の上方へ向けて延在し断面が多角形であるピラー（多角形ピラー）８がそれぞれ
フロントサイドメンバ１の車両幅方向外側で車両長手方向に延在するサイドシル（図示略
）から立設されている。なお、図１において車両左側のピラーの図示は省略する。また、
各フロントサイドメンバ１，１は、それぞれ同一の構造および形状であるので、特に示さ
ない限り、片方のフロントサイドメンバ１を例にとって説明する。
【００１５】
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　このフロントサイドメンバ１は、車両の長手方向に水平に延在する前方部１ａと、前方
部１ａの後方において下方へ向けて屈曲する第１屈曲箇所１ｄから斜め後下方へ延在する
中間部１ｂと、中間部１ｂの後方において再び水平方向に屈曲する第２屈曲箇所１ｅから
後方水平に延在する後方部１ｃとを備えて構成されている。
　このうち、フロントサイドメンバ１は、車両前方が衝突した場合、図３に示すように、
前方部１ａがアコーディオン状に潰れて衝撃を吸収できるようにクラッシャブル構造が採
用されている。
【００１６】
　また、このフロントサイドメンバ１の断面は、図６に示すように、フランジ１ｇ，１ｇ
と、側壁１ｈ，１ｈと、底面１ｉとによってＵ字形状にプレス成型されるとともに、天板
１ｋと左右のフランジ１ｇ，１ｇとがスポット溶接されることによって閉断面となるよう
に形成されている。
　また、図１に示すように、フロントサイドメンバ１上にはダッシュパネル４が設けられ
、このダッシュパネル４は、図３などに示す側面視において、フロントサイドメンバ１の
屈曲箇所１ｄ近傍から上方へ延在する前面パネル４ａと、屈曲箇所１ｄから斜め下後方へ
延在する床面パネル４ｂとから構成され、車室の前面および下面を形成するようになって
いる。
【００１７】
　そして、フロントサイドメンバ１上には、図１に示すように、車体の幅方向にダッシュ
クロスメンバ（クロス部材）３が設けられている。このダッシュクロスメンバ３は、左側
のピラー（図１では図示略）と左側のフロントサイドメンバ１との間、左右のフロントサ
イドメンバ１，１の間、および、右側のフロントサイドメンバ１と右側のピラー８との間
に亘って配設され、本実施形態においては、断面形状が円形の中空鋼管（パイプ部材）に
よって一体に形成されている。
【００１８】
　このように、断面中空のパイプ部材をダッシュクロスメンバ３としているので、フロン
トサイドメンバ１からダッシュクロスメンバ３に荷重が入力された場合には、確実にピラ
ー８に対して荷重を伝達できるとともに、更に大きな荷重が入力された場合には、ダッシ
ュクロスメンバ３が適宜、座屈することで、衝撃を吸収しながら車室の安全性を向上させ
ることができるようになっている。
【００１９】
　また、このダッシュクロスメンバ３は、フロントサイドメンバ１，１に対して固定され
た後部ロアブラケット（第２ブラケット）２，２を介して両フロントサイドメンバ１上に
水平に架設されるとともに、左右端がそれぞれ車両の後上方へ屈曲されて左右のピラー８
に対して個々のサイドブラケット９を介して溶接され固定されている。なお、左右のフロ
ントサイドメンバ１，１に対応して設けられた後部ロアブラケット２，２は、それぞれ、
同一の形状および構造であるので、特に示さない限り片方のロアブラケット２を例にとっ
て説明する。
【００２０】
　この後部ロアブラケット２は、フロントサイドメンバ１に車両前方から入力された荷重
をダッシュクロスメンバ３に伝達しやすい部位である屈曲箇所１ｄ近傍において、ダッシ
ュパネル４の床面パネル４ｂを介してボルト１４によってフロントサイドメンバ１に対し
て固定され、また、ダッシュパネル４の前面パネル４ａを介して前部ロアブラケット１５
（後述する）に対してスポット溶接によって固定されている。
【００２１】
　さらに、図３に示すように、フロントサイドメンバ１の前方部１ａの後部（即ち、屈曲
箇所１ｄ近傍）上面に、ダッシュパネル４を挟んで、前部ロアブラケット（第１ブラケッ
ト）１５が設けられている。
　この前部ロアブラケット１５は、図６に示すように、フロントサイドメンバ１の長手方
向に沿って形成されるとともに上方へ向けて立設する一対の第１側壁部１５ａ，１５ａと
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、この第１側壁部１５ａ，１５ａの後端を接続し、フロントサイドメンバ１の幅方向に亘
って形成された第１直立部１５ｄとによって、主に構成されており、図３に示す側面視に
おいて、直角三角形の形状となるように形成されている。なお、本実施形態において、こ
の前部ロアブラケット１５は、側面視において、直角三角形状であるが、厳密にこのよう
な直角三角形とすることに限定するものではなく、概ね三角形状となっていればよい。
【００２２】
　また、この第１側壁部１５ａ，１５ａの下端はそれぞれ車体外方にプレス成型によって
折り曲げられることによってフランジ１５ｂ，１５ｂが形成され、これらのフランジ１５
ｂとフロントサイドメンバ１のフランジ１ｇ，１ｇとがスポット溶接されることによって
、フロントサイドメンバ１に対して前部ロアブラケット１５が固定されている。
　一方、図１に示すように、後部ロアブラケット２は、フロントサイドメンバ１の長手方
向に沿って形成されるとともにダッシュパネル４の床面パネル４ｂを介して車両上方に向
けて立設する一対の第２側壁部２ａ，２ａと、この第２側壁部２ａ，２ａの両前端および
両下端を接続し、フロントサイドメンバ１の幅方向に亘って形成された第２直立部２ｂと
によって、主に構成されている。
【００２３】
　そして、ダッシュパネル４の床面パネル４ｂに面した第２直立部２ｂをフロントサイド
メンバ１の中間部１ｂにボルト１４によって固定することで、フロントサイドメンバ１に
対して後部ロアブラケット２が固定されている。
　また、図６に示すように、前部ロアブラケット１５の幅寸法（即ち、左右の側壁１５ａ
，１５ａ間の幅寸法）Ｗ2は、フロントサイドメンバ１の幅寸法（即ち、左右の側壁１ｈ
，１ｈ間の幅寸法）Ｗ1と合致するように設計されている。なお、この図６において前部
ロアブラケット１５に隠れているため後部ロアブラケット２は図示されていないが、この
後部ロアブラケット２の幅寸法も前部ロアブラケット１５の幅寸法（即ち、Ｗ2）と同一
となるように設計されている。
【００２４】
　また、図６に示すような前面視において、前部ロアブラケット１５および後部ロアブラ
ケット２の中心軸ＡＸ2と、フロントサイドメンバ１の中心軸ＡＸ1とを合致させることに
より、前部ロアブラケット１５における左右の側壁１５ａ，１５ａおよび後部ロアブラケ
ット２の左右の側壁２ａ，２ａは、フロントサイドメンバ１における左右の側壁１ｈ，１
ｈのそれぞれの板厚寸法１ｈＷ，１ｈＷの中に位置するようになっている。
　換言すれば、前部ロアブラケット１５および後部ロアブラケット２の中心軸ＡＸ2と、
フロントサイドメンバ１の中心軸ＡＸ1とを合致させることにより、前部ロアブラケット
１５における左右の側壁１５ａ，１５ａおよび後部ロアブラケット２における左右の側壁
２ａ，２ａと、フロントサイドメンバ１における左右の側壁１ｈ，１ｈとを、それぞれオ
ーバラップさせることができるようになっている。
【００２５】
　そして、本実施形態においては、前部ロアブラケット１５の左右の側壁１５ａ，１５ａ
および後部ロアブラケット７の左右の側壁２ａ，２ａが、フロントサイドメンバ１の左右
の側壁１ｈ，１ｈの略真上に位置するようになっている。
　これにより、フロントサイドメンバ１を介して前部ロアブラケット１５に対して荷重（
衝撃）が加わった際に、この入力された荷重をフロントサイドメンバ１から前部ロアブラ
ケット１５および後部ロアブラケット２に対して確実に伝達させることができるようにな
っている。
【００２６】
　仮に、フロントサイドメンバ１における左右の側壁１ｈ，１ｈ間の幅寸法Ｗ1が、前部
ロアブラケット１５における左右の側壁１５ａ，１５ａ間の幅寸法Ｗ2よりもかなり広く
なるように（即ち、Ｗ1＞Ｗ2となるように）設定され、また、側壁１ｈ，１ｈの板厚が変
わらない場合を考えてみると、前部ロアブラケット１５における左右の側壁１５ａ，１５
ａは、それぞれフロントサイドメンバ１の中空部分１ｊの上に位置することになるが、こ
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の場合、以下のような課題が生じるおそれがある。
【００２７】
　つまり、この場合に、フロントサイドメンバ１に衝撃が加えられたとすると、その衝撃
はフロントサイドメンバ１を介して前部ロアブラケット１５へ伝達されるが、側壁１ｈ，
１ｈの真上には、入力された衝撃を受け止めるべき部材である前部ロアブラケット１５の
側壁１５ａ，１５ａが位置していないため、フロントサイドメンバ１に入力された衝撃に
より、前部ロアブラケット１５の側壁１５ａ，１５ａがフロントサイドメンバ１の中空部
分１ｊに食い込んでしまうおそれがある。
【００２８】
　上述とは逆に、フロントサイドメンバ１における左右の側壁１ｈ，１ｈ間の幅寸法Ｗ1

が、前部ロアブラケット１５における左右の側壁１５ａ，１５ａ間の幅寸法Ｗ2よりもか
なり狭くなるように（即ち、Ｗ1＜Ｗ2となるように）設定され、また、側壁１ｈ，１ｈの
板厚が変わらないと仮定すると、前部ロアブラケット１５における左右の側壁１５ａ，１
５ａは、それぞれフロントサイドメンバ１のフランジ１ｇ，１ｇ上、もしくはこれらのフ
ランジ１ｇ，１ｇよりもさらに外方に位置することになり、また、フロントサイドメンバ
１における左右の側壁１ｈ，１ｈは前部ロアブラケット１５ａの中空部分１５ｃの下に位
置することになる。この場合、以下のような課題が生じるおそれがある。
【００２９】
　つまり、上述の例と同様に、フロントサイドメンバ１に衝撃が加えられたとすると、そ
の衝撃はフロントサイドメンバ１を介して前部ロアブラケット１５へ伝達される。しかし
、これらの各側壁１ｈ，１ｈの真上には、入力された衝撃を受け止めるべき部材である前
部ロアブラケット１５における左右の側壁１５ａ，１５ａが位置しておらず、フロントサ
イドメンバ１の側壁１ｈ，１ｈが前部ロアブラケット１５の中空部分１５ｃ内に食い込ん
でしまうおそれがある。
【００３０】
　これに対して、本実施形態に係る本発明においては、フロントサイドメンバ１の前方部
１ａの後部上面に前部ロアブラケット１５が固着され、また、この前部ロアブラケット１
５とフロントサイドメンバ１の中間部１ｂの前部上面とに対して、ダッシュクロスメンバ
３を保持する後部ロアブラケット２が固着されている。
　そして、図６に示すような正面視において、前部ロアブラケット１５および後部ブラケ
ット２の幅寸法Ｗ2が、フロントサイドメンバ１の幅寸法Ｗ1と合致するように設定してい
るので、前部ロアブラケット１５および後部ロアブラケット２が、フロントサイドメンバ
１に入力された荷重（衝撃）を確実に受け止め、そして、入力された衝撃をダッシュクロ
スメンバ３へ伝達することができるようになっている。
【００３１】
　また、後部ロアブラケット２に保持されるダッシュクロスメンバ３は、サイドブラケッ
ト９を介して両ピラー８に対しても固着されており、フロントサイドメンバ１が車室内に
食い込むように変形することを効果的に防止することができるようになっている。
　ここで、図２に示すピラー８は、車両左側のピラーの水平断面を示しており、車室内に
面したピラーインナ１０と、車外に面したサイドパネルアウタ（ピラーアウタ）１１と、
ピラーインナ１０とサイドパネルアウタ１１との間に介装されサイドパネルアウタ１１の
車室側の面（内面）に沿って形成されたリンフォース１２とから構成され、平面視で略６
角形の形状となっている。
【００３２】
　また、ダッシュクロスメンバ１が接続される箇所のピラー８、即ち、図２の断面図で示
す箇所においては、バルクヘッド１３と呼ばれる局所的な補強部材がピラー８に内蔵され
、ピラー８を局部的に強化するようになっている。なお、この図２示す断面において、バ
ルクヘッド１３は連続していないが、図２に示す断面よりも上方もしくは下方においては
連続しており、バルクヘッド１３全体として閉断面が形成されている。
【００３３】
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　また、本実施形態において、車両前方のピラーインナ１０のフランジ部分を第１部分１
０ａ、この第１部分１０ａの後方から車室内へ斜め後方に向けて延在している面を第２部
分１０ｂ、この第２部分１０ｂ後方から車両後方へ延在している面を第３部分１０ｃ、こ
の第３部分１０ｃ後方から車両外後方へ向けて延びる面を第４部分１０ｄ、第４部分１０
ｄより後方のピラーインナのフランジ部分を第５部分１０ｅという。また、第１部分１０
ａと第２部分１０ｂとの境となる角部を第１角部Ｃ１、第２部分１０ｂと第３部分１０ｃ
との境となる角部を第２角部Ｃ２、第３部分１０ｃと第４部分１０ｄとの境となる角部を
第３角部Ｃ３という。
【００３４】
　そして、ピラー８の車内側の面、即ち、ピラーインナ１０の第１部分１０ａ，第２部分
１０ｂおよび第３部分１０ｃの車内側の面にダッシュクロスメンバ３の一端が溶接された
サイドブラケット（ブラケット）９が、溶接により固着されている。
　また、図３および図４に示すように、ダッシュクロスメンバ３の端部は、サイドブラケ
ット９を介してピラー８の角部Ｃ２に接続されている。つまり、ダッシュクロスメンバ３
を軸方向にそのまま仮想的に伸ばした延長線（図２中一点鎖線参照）の内側（即ち、内径
ｄの中）に第２角部（所定の角部）Ｃ２が位置するようにダッシュクロスメンバ３がピラ
ー８に固着されている。これにより、ダッシュクロスメンバ３に対して荷重が入力される
と、この荷重はピラー８の角部Ｃ２に伝達されることになるので、大きな荷重が入力され
ても確実に受け止めることができる。これは、ピラー８の強度が角部において高くなって
いることに着目した設定である。
【００３５】
　また、本実施形態においては、ダッシュクロスメンバ３に入力された荷重が第２角部Ｃ
２に作用するようになっているのに加え、図２に示すような平面視で、ダッシュクロスメ
ンバ３が、ダッシュクロス用ブラケット９を介して、第２部分１０ｂに対して直角（略垂
直）に当接して固着されている。これにより、ダッシュクロスメンバ３をピラー８に対し
て確実に固定することが可能となり、ダッシュクロスメンバ３に入力された荷重を正確に
ピラー８の第２角部Ｃ２に向けて伝達させることができる。
【００３６】
　また、ダッシュクロスメンバ３が接続される箇所のピラー８、即ち、図２の断面図で示
す箇所において、バルクヘッド１３がピラー８に内蔵されているので、ダッシュクロスメ
ンバ３に入力された荷重に耐えうる強度をピラー８が得ることができるようになっている
。また、このバルクヘッド１３はピラー８とダッシュクロスメンバ３とがサイドブラケッ
ト９を介して接続される箇所のみを局所的に補強するものであるので、ピラー８の強度を
高めながら、車体の重量が増加することを最小限に抑えることができるようになっている
。
【００３７】
　また、ダッシュクロスメンバ３とピラー８との間に介装されるサイドブラケット９が、
多角形からなるピラー８の少なくとも２つの面、（本実施形態においては第１部分１０ａ
と第３部分１０ｃとの２つの面）において溶接によって固着されている。このサイドブラ
ケット９は水平断面において、略Ｚ字形状であって、主に３つの部分から形成されている
。なお、本実施形態において、このサイドブラケット９の３つの構成部分のうち、ピラー
インナ１０の第１部分１０ａと溶接によって固定された部分を第１ブラケット部９ａとい
い、一方の面がダッシュクロスメンバ３の端部と溶接によって固着され他方の面がピラー
インナ１０の第２部分１０ｂと当接している部分を第２ブラケット部９ｂといい、ピラー
インナ１０の第３部分１０ｃに対して溶接によって固定された部分を第３ブラケット部９
ｃという。
【００３８】
　また、平面視において、第２ブラケット部９ｂはピラーインナ１０の第２部分１０ｂの
全長よりも長く、第２角部Ｃ２を越えて車室内側に延在するように形成されている。
　第３ブラケット部９ｃは、第２ブラケット部９ｂの後方からピラーインナ１０の第２部
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分１０ｂに略直交する角度で車両の後方へ向けて屈曲し、その後、ピラーインナ１０の第
３部分１０ｃに沿うように屈曲して形成されている。
【００３９】
　また、第１ブラケット部９ａは第２ブラケット部９ｂおよび第３ブラケット部９ｃより
も短く、第２ブラケット部９ｂの前部から車両前方に向けてピラーインナ１０の第１部分
１０ａの車内側の面に沿って延在するように形成されている。
　本発明の第一実施形態にかかる車体構造は上述のように構成されるので、以下のような
効果を奏する。
【００４０】
　例えば、図３に示すように、車両の前方が衝突し、フロントサイドメンバ１に対して前
方から衝撃（荷重）が入力されると、その衝撃はフロントサイドメンバの第１屈曲箇所１
ｄ近傍においてダッシュクロスメンバ３とフロントサイドメンバ１の中間部１ｂとに分散
される。なお、この際のフロントサイドメンバ１の中間部１ｂとダッシュクロスメンバ３
との分担荷重が、約５０：５０となるように設計するのが好ましい。
【００４１】
　また、ダッシュクロスメンバ３を支持する後部ロアブラケット２は、フロントサイドメ
ンバ１の前方部１ａよりも後方に位置する第１屈曲箇所１ｄの上面に固着されているので
、サイドメンバの前方部１ａのクラッシャブル性能に悪影響を与えることはない。
　また、サイドブラケット９は、ダッシュクロスメンバ３の外径を軸方向に仮想的に伸ば
した延長線（図２中一点鎖線参照）の中に第２角部Ｃ２が内在するような位置に固着され
るように設計されているため、ダッシュクロスメンバ３に対して荷重が入力されると、こ
の荷重は、ピラー８の所定の角部（ここでは第２角部Ｃ２）に向けて作用する。
【００４２】
　したがって、大きな荷重がダッシュクロスメンバ３に入力されてピラー８に対して作用
した場合であっても、ピラー８はこのような大きな荷重を第２角部Ｃ２で受け止めること
となるため、このような大きな荷重に対して十分に耐え得る強度をそなえることができる
。なお、ピラー８の強度を従来と同等にする場合においては、ピラー８の重量を軽くする
ことすることができる。
【００４３】
　また、本実施形態においては、ダッシュクロスメンバ３に入力された荷重が第２角部Ｃ
２に作用するようになっていることに加え、図２に示す平面視で、ダッシュクロスメンバ
３が、サイドブラケット９を介して、ピラーインナ１０の第２部分１０ｂに対して直角（
略垂直）に当接して固定されるようになっているので、ダッシュクロスメンバ３をピラー
８に対して確実に固定することが可能となり、ダッシュクロスメンバ３に入力された荷重
が正確にピラー８の第２角部Ｃ２に向けて伝達されるようにダッシュクロスメンバ３を確
実に固定することができる。
【００４４】
　また、ダッシュクロスメンバが接続される箇所のピラー８、即ち、図２の断面図で示す
箇所において、バルクヘッド１３がピラー８に内蔵されているので、ダッシュクロスメン
バ３に入力された荷重が増大した場合であっても、ピラー８はこの荷重に対して十分に耐
えることができる。
　また、このバルクヘッド１３はピラー８とダッシュクロスメンバ３とがサイドブラケッ
ト９を介して接続される箇所の近傍のみを部分的に補強するものであるので、ピラー８の
強度を高めながらも、ピラー８の重量の増大を最小限に抑えることができる。
【００４５】
　また、ダッシュクロスメンバ３とピラー８との間に介装されるサイドブラケット９が、
ピラー８の少なくとも２面（ここでは、ピラーインナ１０の第１部１０ａと第３部分１０
ｃとの２つの面）に溶接されているとともに、ダッシュクロスメンバ３の一端に溶接され
ているので、ピラー８の第２角部Ｃ２に向けて入力された荷重はブラケット９を介してピ
ラー８の少なくとも２面に分散される。したがって、ピラー８は入力された荷重を効率よ
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く受け止めることができる。
【００４６】
　さらに、断面中空のパイプ部材を用いてダッシュクロスメンバ３を形成しているので、
ダッシュクロスメンバ３に入力された荷重を確実にピラー８に対して伝達することができ
る。
　さらに、フロントサイドメンバ１の前方部１ａの後部上面に前部ロアブラケット１５が
固着されるとともに、フロントサイドメンバ１の中間部１ｂの前部上面に、前部ロアブラ
ケット１５およびダッシュクロスメンバ３を保持する後部ロアブラケット２が固着され、
且つ、前部ロアブラケット１５の側壁１５ａ，１５ａ、後部ロアブラケット２の側壁２ａ
，２ａおよびサイドメンバ１の側壁１ｈ，１ｈの車体幅方向におけるそれぞれの位置が一
致しているので、フロントサイドメンバ１に荷重（衝撃）が入力された場合、この衝撃を
、前部ロアブラケット１５および後部ロアブラケット２が確実に受け止めることが可能と
なるとともに、前部ロアブラケット１５および後部ロアブラケット２に受け止められた衝
撃を確実にダッシュクロスメンバ３に対して伝達することが可能となる。したがって、フ
ロントサイドメンバ１に入力された衝撃は、フロントサイドメンバ１のみによって受け止
められるのではなく、前部ロアブラケット１５，後部ロアブラケット２およびダッシュク
ロスメンバ３を介してピラー８によっても受け止められるので、衝突時に入力された荷重
を確実にピラー８に分散させることができる。
【００４７】
　また、前部ロアブラケット１５が、フロントサイドメンバ１上の長手方向に沿って形成
されるとともに鉛直方向に立設する一対の第１側壁部１５ａ，１５ａと、一対の第１側壁
部１５ａ，１５ａの両後端を接続しフロントサイドメンバ１の幅方向に亘って形成された
第１直立部１５ｄとをそなえ、さらに、後部ロアブラケット２が、フロントサイドメンバ
１上の長手方向に沿って形成されるとともに鉛直方向に立設する一対の第２側壁部２ａ，
２ａと、一対の第２側壁部２ａ，２ａの両前端を接続しフロントサイドメンバ１の幅方向
に亘って形成され前部ロアブラケット１５の第１直立部１５ｄに対して固着される第２直
立部２ｂとをそなえて構成されているので、フロントサイドメンバ１に荷重（衝撃）が入
力された場合に、この入力された荷重を、前部ロアブラケット１５と後部ロアブラケット
２とが確実に受け止めることができる。
【００４８】
　また、側面視において、前部ロアブラケット１５が、略三角形となるように構成されて
いるので、簡素な構造でフロントサイドメンバ１に入力された荷重（衝撃）を受け止める
ことができる。
　次に上述した一実施形態の変形例に係る本願発明の車体構造ついて説明する。なお、本
変形例は原則的に上述の一実施形態の構成（図１～図６参照）と同様であるので、この一
実施形態と異なる部分についてのみ、図７を用いて説明する。また、上述の一実施形態と
同一の部材については同一の符号を付し、異なる部分のみを異なる符号を付して説明する
。
【００４９】
　図７は、本変形例の本発明の車体構造を車両の内側から見た場合を示す模式的な側面図
であって、上述の一実施形態における図４に対応する図である。また、上述の一実施形態
と異なっている構成要素は、サイドブラケット（ブラケット）１９とダッシュクロスメン
バ（クロス部材）２１である。
　このうち、本変形例に係るダッシュクロスメンバ２１はその端面２１ａが、ダッシュク
ロスメンバ２１の軸に対して直角となるように形成されている点で、上述の一実施形態に
係るダッシュクロスメンバ３とは異なっている。
【００５０】
　また、本変形例に係るサイドブラケット１９は、図７に示す車両の内側から見た側面視
において、ダッシュクロスメンバ２１と固着される面、即ち、第２ブラケット面１９ｂが
、ピラー８に固定された位置で、ダッシュクロスメンバ２１の直角端面２１ａに対して垂
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直に当接するように形成されている。
　これにより、車両前方からフロントサイドメンバ１に入力された衝撃（荷重）がダッシ
ュクロスメンバ２１を介してピラー８に伝達される際に、ダッシュクロスメンバ２１とピ
ラー８との間に介装されているサイドブラケット１９の第２ブラケット面１９ｂが、ダッ
シュクロスメンバ２１からの荷重を垂直に受けるようになっている。
【００５１】
　したがって、フロントサイドメンバ１に衝撃が加わった場合、サイドブラケット９とダ
ッシュクロスメンバ２１との溶接部分には、圧縮力のみが作用する（即ち、せん断力が作
用しない）ようにすることができるため、サイドブラケット１９とダッシュクロスメンバ
２１との接続強度をさらに向上させることができる。
　以上、本発明の一実施形態およびその変形例を説明したが、本発明は係る実施形態やそ
の変形例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【００５２】
　例えば、上述の実施形態およびその変形例におけるダッシュクロスメンバ３，２１はパ
イプ部材が好ましいが、このようなパイプ部材のみに限定するものではなく、他の鋼材等
を用いてもよい。
　また、上述の実施形態およびその変形例において、前部ロアブラケット１５と後部ロア
ブラケット２との間にダッシュパネル４が介在するように構成したが、特にこのような構
造に限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第一実施形態にかかる車体構造の構成を示す模式的な斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態にかかる車体構造の要部構成を示す模式的な断面図である
。
【図３】本発明の第一実施形態にかかる車体構造を備えた車両を示す模式的な側面図であ
る。
【図４】本発明の第一実施形態にかかる車体構造の要部を車両内側から見た場合の模式的
な側面図である
【図５】本発明の第一実施形態にかかる車体構造の構成を示す模式的な斜視図である。
【図６】本発明の第一実施形態にかかる車体構造の構成を示す模式的な断面図である。
【図７】本発明の第一実施形態の変形例にかかる車体構造の要部を車両内側から見た場合
の模式的な側面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　フロントサイドメンバ（メンバ部材）
　１ａ　水平部
　１ｂ　中間部
　２　後部ロアブラケット（第２ブラケット）
　２ａ　第２側壁部
　２ｂ　第２直立部
　３　ダッシュクロスメンバ（クロス部材）
　８　ピラー（多角形ピラー）
　９　サイドブラケット
　１５　前部ロアブラケット（第１ブラケット）
　１５ａ　第１側壁部
　１５ｄ　第１直立部
　Ｃ２　第２角部（所定の角部）
　Ｗ1　フロントサイドメンバの幅寸法
　Ｗ2　第１および第２ブラケットの幅寸法
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